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令和３年第３回 

美唄市議会定例会会議録 

令和３年９月10日（金曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

   

◎出席議員（１４名） 

  議 長  金 子 義 彦 君 

  副議長  桜 井 龍 雄 君 

   １番  森   明 人 君 

２番  伊 藤 真 久 君 

３番  齋 藤 久美夫 君 

４番  山 上 他美夫 君 

   ５番  本 郷 幸 治 君 

   ６番  山 崎 一 広 君 

７番  川 上 美 樹 君 

８番  楠   徹 也 君 

９番  松 山 教 宗 君 

   10番  紫 藤 政 則 君 

   12番  谷 村 知 重 君 

       13番  小 関 勝 教 君 

 

◎出席説明員 

市     長  板 東 知 文 君 

副  市  長  市 川 厚 記 君 

 総 務 部 長  猪 谷 憲 恭 君 

市 民 部 長  松 田 公 史 君 

 保健福祉部長  高 橋 英 雄 君 

経 済 部 長  土 屋 貴 久 君 

 都市整備部長  米 澤   勝 君 

 市立美唄病院事務局長  今 澤 清 隆 君 

 消  防  長  相 馬 一 司 君 

 総務部総務課長  平 野 太 一 君 

 総務部総務課長補佐  高 橋 修 也 君 

 

 教育委員会教育長  天 野 政 俊 君 

 教育委員会教育部長  阿 部 良 雄 君 

  

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  村 谷 昌 春 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１０時００分 開会 

●議長金子義彦君 これより、本日の会議を

開きます。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第１、会議録

署名議員を指名いたします。 

１番 森 明人議員 

２番 伊藤真久議員 

を指名いたします。 

 

●議長金子義彦君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

発言通告により、順次発言を許します。 

９番松山教宗議員。 

●９番松山教宗議員（登壇） 令和３年第３

回定例会において、大綱２点について市長に

お伺いをいたします。 

大綱１点目は、地方創生についてでありま

す。１つに、人口減少対策としての地域おこ

し協力隊制度の活用についてであります。地

域おこし協力隊制度は、都市圏に集中する人

材を地方へ、移住・定住の促進に視野を入れ

ながら、人口減少対策として、また、地方の
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まちづくりや地域経済の活性化などを目指し、

経済や文化など、地域産業に新たな担い手と

して、若者に限らず、熱意ある有能な人材を

隊員とし、地域をマンパワーによって活性化

へと進める制度であり、2009年に制度化され、

本市が活用、運用し、10年ほどが経ちます。

この制度の特徴としては、協力隊員は本市に

住民票を移し、市民となり、地域に根差した

活動を行っていく中で、隊員の人件費をはじ

め、活動に要する諸経費の財源については、

総務省からの特別交付税措置として100％さ

れること。また、最大３年間として任期満了

までに本市に起業や就職などで、結果として

定住していただくことで、人口減少対策と合

わせ、地域の活性化を図る制度としていると

ころであります。先日の新聞報道では、令和

４年度の国の概算要求として、地域おこし協

力隊制度の予算を３億円に増額し、令和６年

度には隊員を8,000人までに増員するなどと

報道がありました。私は、これまで地域おこ

し企業人制度の新たな活用、そして既に活用

している地域おこし協力隊を積極的に増員し、

拡大するよう訴えてきた経過があり、本市に

おいては、現在、経済部のほか、新たに総務

部に１名、教育委員会に１名、配置されてお

ります。道内の他自治体では、協力隊制度を

積極的に活用し、東川町では48名の隊員を採

用し、三笠市では19名、ニセコ町においては

23名など、地域の産業である農業や観光業な

どの事業所に従事し、その後は就農や起業、

就職するなど、定住しているところでありま

す。私は、地域産業である農業や文化、新た

な観光業や中心市街地活性化関連だけではな

く、事業所や農業など多岐にわたる協力隊制

度を最大限活用し、人口増へと繋げ、持続可

能なまちづくりに向けて、取り組むべきと考

えます。 

そこで１つ目として、現在配置されている

隊員はどのような目的、分野により何名採用

し、どのような業務を行い、雇用形態におい

て地元とどう結びつかせようとしているのか。

また、これまで隊員満了後にどれくらい本市

に残り、定住しているのか。定住していない

方はどうされたのかなど、現状について伺い

ます。 

２つ目として、これまで経済部で協力隊を

採用し、活用してきましたが、隊員は活動計

画書を作成し、それに基づき活動しているが、

それを含め、制度運用上の全体的な協力隊の

活動を通した成果や効果、また、検証や分析

結果に基づく課題について伺います。 

大綱２点目は、環境行政についてでありま

す。１つに、公共合同墓の取り組みについて

であります。お墓のあり方については、特に

平成20年度に入り、家族による継承を前提と

したお墓に対する市民の意識の変化、また少

子高齢化、単身世帯の増加等により、墓の継

承者がいない。一部では、もちろん維持、管

理など、将来にわたり次世代に迷惑をかけた

くないなど、問題が大きくなっている状況に

あります。本市の４ゕ所ある市営墓地の貸出

件数と返還件数を比較してみると、過去10年

間の合計では、貸出件数は152件に対し、返還

件数が247件で約２倍。過去５年間の合計では、

貸出件数が35件に対し、返還件数が124件で約

４倍になっております。貸出件数より返還件

数が大きく上回っている状況が続いておりま

す。これらのことから、本市においても墓じ
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まいが多く行われていると考えるほか、市民

からは、早期の公共合同墓の設置を待ち望む

声が寄せられていると聞いているとともに、

私にも、まだ設置されていないのか、いつで

きるのかという声が寄せられたり、問い合わ

せが来たりしております。これまで私は数年

にわたり、早期の公共合同墓設置の必要性を

継続し、質問してきました。昨年12月、第４

回定例会において、一般質問の市長答弁には

設置場所、規模感、整備の必要性、来年度に

着手などのスケジュールが示されるとともに、

設計段階において提案型のプロポーザル方式

の検討と答弁がありました。本年第１回定例

会での予算審査特別委員会では、主に予算や

規模について、従前よりかなり大きく変わり、

実態に合わないのではないか。積算根拠はど

うなんだと異論が非常に大きくありました。

それを受け、６月第２回定例会では、美唄市

合同墓整備基本計画が示され、実態に見合っ

た規模の見直しが図られるなど、これらは記

憶に新しく、設置に向けて進んでいると思わ

れました。その後、公共合同墓整備業務プロ

ポーザル審査委員会の審査が行われましたが、

８月４日の新聞報道で審査の点数が半分も満

たなく、結果、不調であったことが一斉に報

道されました。それから約１ゕ月以上が経ち

ますが、結果を踏まえ、今後の対応などの整

理や設置に向けたリカバーをどうしていくの

かなど、まだ全く見えてこない状況にありま

す。本市においては、他の自治体に先んじて

合同墓に関する調査研究を開始し、平成29年

には、市民ニーズを把握するための市民アン

ケート調査を行ってはいたものの、現在の道

内の設置状況を見てみると、残念ながら、随

分と遅れをとっている状況にあります。そこ

で、今年度の公共合同墓に関する取り組み内

容に関し、次の４点について市長に伺います。 

まず１つに、近隣自治体の合同墓の利用状

況について。供用開始からの年数と埋蔵体数

及び埋蔵可能数に占める埋蔵体数の割合につ

いて。２つに、本年度の合同墓に関する関係

団体との意見交換と実施について。また、実

施しているのであればその内容について。３

つに、プロポーザル手続きの検証として、プ

ロポーザル実施手続きの経緯及び審査の結果

について。４つに、今後の取り組み方法及び

実施時期などについて、市長に改めてお伺い

します。 

●市長板東知文君（登壇） 人口減少対策と

しての地域おこし協力隊制度の活用について

でありますが、初めに、現在の隊員の配置状

況につきましては、所属別で申し上げますと、

総務部には移住支援を行う隊員が１名、経済

部には中心市街地活性化を行う隊員が２名、

ブラックダイヤモンズの活動の支援を行う隊

員が２名、ふるさと納税の返礼品の開発やＰ

Ｒを行う隊員が１名、外国人観光客の受け入

れ体制の整備を行う隊員が１名、アウトドア

コンテンツの開発を行う隊員が１名の以上７

名。また、教育委員会には、文化活動団体の

活動支援を行う隊員が１名となっており、全

体として３部にわたり、合計９名の隊員を配

置しております。 

次に、定住の状況につきましては、平成23

年度以降受け入れた隊員は22名であり、その

うち、これまで退任した13名の隊員のうち、

定住された方は２名となっているところであ

ります。定住に至らなかった11名の方につい
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ては、希望する職を求めて札幌市へ転出され

た方が９名、ご家族のご事情でやむを得ず転

出された方が２名となっております。 

次に、雇用形態につきましては、会計年度

任用職員及び委託隊員となっております。地

元との結びつきにつきましては、これまで、

広報紙メロディーでの紹介や隊員が作成する

情報誌の発行、コアビバイにおける協力隊ブ

ースの設置やイベント開催などの活動を通じ

て、市民の皆さんとの繋がりを深めていると

ころでございます。 

次に、昨年度までの経済部における主な取

り組みにつきましては、初めに、観光分野で

は、やさしい日本語講座の開催等による市内

への来訪者の受け入れ環境整備などにより、

国内外訪問客の増加に繋がったほか、商業分

野では、コアビバイ内に設置した地域おこし

協力隊ブースや情報誌等の発行により商店街

の魅力の発信を行ったほか、コアビバイ内に

おいて、〇〇マルシェを開催し、商業施設の

売上げが通常時の約1.5倍に上がるなど、相乗

効果が図られているものと認識しております。

また、スポーツビジネス分野では、美唄ブラ

ックダイヤモンズ球団の運営支援をはじめ、

ＳＮＳ等による情報発信やオフィシャルショ

ップの運営など、地域経済の活性化や関係人

口の増加に貢献するなど、こういった多くの

業務活動を通して、地域おこし協力隊が本市

の若者による地域づくりとして、かけがえの

ない存在となっております。一方で、これま

で市内企業への就職に向けた企業の紹介等の

サポートを行ってきましたが、市内での起業

や就労に至らず、結果として、定住に繋がっ

ていないことが課題として挙げられておりま

す。国の調査によりますと、定住に繋がらな

い主な理由としましては、希望する活動と求

められている役割とのミスマッチにより、活

動に対する満足度が低く、定住意欲が下がっ

たこと。また、就労や起業に繋がる活動内容

となっていなかったこと。さらには、地域に

希望する就労先がなかったことなどが挙げら

れております。本市におきましても、同様の

傾向にあることから、今後の取り組むべき課

題としているところでございます。 

次に、公共合同墓の取り組みについてであ

りますが、近隣自治体の合同墓の利用状況に

つきましては、初めに、岩見沢市が供用開始

から３年の埋蔵体数が869体となっており、埋

蔵可能数3,000体に占める割合は約３割、また、

深川市が供用開始から３年間の埋蔵体数が

290体となっており、埋蔵可能数1,500体に占

める割合は約２割となっているところであり

ます。 

次に、設置にあたる関係団体との意見交換

につきましては、去る６月29日に美唄仏教会

に対し、「美唄市合同墓整備基本計画」につい

ての説明を行い、ご理解をいただいたほか、

早期設置の要望があったところでございます。 

次に、公募型プロポーザルの実施につきま

しては、「美唄市合同墓整備業務に関わる公募

型プロポーザル実施要領」等に基づき、６月

30日から７月12日までを参加表明書の提出期

間、７月13日から７月26日までを企画提案書

等の提出期間とし、応募のありました一社に

ついて、７月28日に公開プレゼンテーション

を実施したところであります。また、審査に

つきましては、副市長を委員長とする「美唄

市合同墓整備業務プロポーザル審査委員会」
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を設置し、市民公募２名を含む９名の審査委

員による審査を行ったところであり、結果と

いたしましては、美唄市合同墓整備基本計画

の趣旨及び仕様書の考え方など、本市の意向

を満たしているものではなかったことから、

候補者の選定に至らなかったものであります。 

次に、今後の取り組み方法につきましては、

設計と施工を分離発注することとし、設計の

みの公募型プロポーザルを実施した上で、で

きるだけ早期完成に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。 

●９番松山教宗議員 自席より２点、再質問

いたしたいと思います。 

まず１点目は、地域おこし協力隊制度の活

用についてでありますが、協力隊制度は都市

圏から本市へと移住・定住施策を推進するう

えで非常に有効な制度であり、私は、昨年第

２回定例会において、移住・定住施策を推進

するためにも、職と雇用が重要であることを

質問していますが、そのためには協力隊の就

業や起業、定住化率の向上策を打つべきと強

く考えております。私はこれまでの取り組み

を通じて、隊員側としてはビジョン、目的、

熱意、受け入れ側としては必要な人材の確保

という双方の思いのマッチングも重要である

と認識しており、熱意ある人材確保や経済活

性化のために、地域で求めている協力隊員と

マッチングさせていくことが重要であり、隊

員と地域をフォローアップすることが行政の

役割であると考えております。そこで、答弁

で様々な全体的な課題が示されましたが、そ

れはまず、どのように解決しようとしている

のか。そして、この制度の活用にあたっては、

有効的に活用すべきで、協力隊を増員してい

くためには、運用面での向上、また、もっと

官民一体となって、さらには、行政の縦割り

ではなく横の連携、効果的に進めることが、

庁内連携など一層強化が施策の実現に向けて

取り組むべきことであると考えております。

今後の協力隊員の増員に関して、人口減少及

び地域活性化などの行政課題の克服に向けた、

定住に結びつけるための具体的な方策、取り

組みについて市長にお伺いしたいと思います。 

２点目でありますけど、環境行政、合同墓

についてであります。公共合同墓が公共施設

とすれば、市民ニーズがとても高い施設であ

ると認識をしており、早期の供用開始を待ち

望んでいる市民の方が多くいると聞き及んで

おります。また、本市より後発だった滝川市

の合同墓は、予算規模が880万円、今月より供

用開始、納骨をはじめる予定と聞いておりま

す。そこで、本市の今後の施行に向けた進め

方ですが、これまでの議会議論も含めて、市

長は本年度施行に自信を持っておられました。

しかし、これから冬季間を迎えることもあり、

年度内の施工が厳しいのではないかなと考え

ます。また、設置に向け、早急に進めなけれ

ばならないと思いますし、万が一、年度を越

えてしまった場合は財政ルール上、繰越明許

費などを設定して、議会の議決を必要として、

所定の手続きも必要になるのではないかと考

えますし、これらを踏まえて、今後の進め方

や供用開始の時期、見込みについて改めて市

長にお伺いをいたします。 

●市長板東知文君 協力隊の増員、定住への

具体的な取り組みということでございますが、

市としましては、令和２年度より総務部を協

力隊員総括部門、取りまとめ部門として、庁
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内横断的な体制の構築を図りまして、地域課

題の洗い出しと協力隊業務の堀り起こしを行

ってきたところでございます。一方、また多

くの隊員を積極的に活用している全国でも際

立った取り組みを行っている東川町でござい

ますけども、東川町へ昨年度から職員を派遣

いたしまして、そういった東川町の特異な取

り組みを充分学びながら、美唄の教育制度に

もしっかり反映していくということなどの対

応をしているところでございます。さらに今

年度は起業化に向けた助成制度を創設したほ

か、市長と地域おこし協力隊との懇談会を開

催し、地域おこし協力隊とお話をさせていた

だきました。そういった懇談会を開催し、現

状の取り組みや退任後の提示に向けた意見交

換など、取り組んでいるところでございます。

今後におきましても、地域おこし協力隊制度

を十分活用しながら、本市の地域の課題解決

や新たな地域づくりに向けて、しっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。 

次に、公共合同墓の取り組みということで、

今後の進め方でございます。今後につきまし

ては、設計に関する公募型プロポーザルを行

い、できるだけ早い整備に向けて取り組むこ

ととしておりますが、年度内の施行という形

で進めてございましたけども、こういった結

果から繰越明許費の設定も含めて、しっかり

対応して、できるだけ早い時期に供用開始で

きるよう、今後とも取り進めてまいりたいと

考えております。よろしくお願いします。 

●９番松山教宗議員 自席より、再々質問１

点、公共合同墓について改めてお伺いしたい

と思います。 

質問させていただいきましたが、早期に進

めるべきだと思いますし、今、お答えいただ

きました繰越明許費の設定も視野に入るとい

うことでありますけど、早期な実現がやはり

望まれているものだと私は考えてございます。

そういった意味で改めて具体的な供用開始と、

どういった今後のスケジュールを考えていら

っしゃるのか、進めていくのか、お聞きした

いと思います。 

●市長板東知文君 まず、設計のプロポーザ

ルという形になろうかと思います。そういっ

た内容を踏まえて、できるだけ早い段階で計

画を策定し、施工に結びつけたいと考えてい

ます。ただ、冬季間の施工という可能性が十

分ございますので、そういったものも十分配

慮しながら、１日でも早い完成になるよう、

しっかりスケジュールを検討してまいりたい

と考えております。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

７番川上美樹議員。 

●７番川上美樹議員（登壇） 令和３年第３

回市議会定例会におきまして、大綱３点につ

いて市長並びに教育長にお伺いをいたします。 

大綱の１点目は、情報行政についてです。

伺いたい点は、デジタル技術の促進について

です。例えば、医師に診察をしてもらい、服

薬してもらうためには病院に出向く必要があ

ります。これがデジタル技術が進んだ場合ど

うなるか。患者は自宅にいながらにして、医

師とモニターを通して診察してもらうことが

可能になります。服薬については、ドローン

が自宅へ運んでくれる。さらに、遠くに住ん

でいる娘や息子が親の身体の状況を医師に聞

きたい場合、モニターを通して診察に一緒に

参加することもできる。こういったことは、
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遥か遠くの未来の話ではなく、世界から遅れ

をとっている日本が今2030年の実現を目指し、

私たちの教育、福祉、介護、医療、観光、防

災といった身近な生活全般にさらなるデジタ

ルの技術を浸透させ、サービスを提供しよう

と国を挙げて取り組んでいるところでありま

す。そのため、内閣府ではデジタル化推進の

ための大きなインフラ整備を盛り込んだ、い

わゆるスーパーシティー構想について、手を

挙げた自治体に対して、現在審査をしている

ところです。認定された自治体には交付金も

措置され、未来都市の実現が進みます。この

スーパーシティー構想については、今後も引

き続き国を挙げて進めていくものと思います。

私は、本市の状況に合ったデジタル技術の取

り入れをし、人生の最後まで本市で暮らすこ

とができるよう、積極的にこのような構造に

手を挙げて進めるべきと思いますが、本市と

してはどのようにとらえておられるのでしょ

うか。このことについて、市長のお考えを伺

います。 

大綱２点目は、ポストコロナに向けた地域

資源の活用についてです。１つ目は、持続可

能な観光施策の考え方について伺います。現

在、新型コロナウイルス感染症が拡大し続け、

収束が見えない中の観光施策は大変難しいも

のがあると感じます。しかし、感染防止施策

を工夫しつつ、地域経済の活性化と両立して

いくことは必要であり、コロナ禍の後に向け

て、市内の地域資源をいかにして活用し、情

報発信とＰＲ活動の充実を行うのか。また、

交流拡大の仕組みづくりをどう行うのか。第

７期総合計画では、観光入込客数は令和元年

では36万人であったものを令和７年には60万

人と目標値が掲げられております。また、第

２次産業振興計画でも地域資源を活用した関

係人口、交流人口の創出と拡大を目指すと明

記されていますが、本市の観光施策がコロナ

禍の後も持続可能となるために、どのように

考えているのか市長に伺います。 

２つ目は、コロナ禍の後の観光施策を進め

るために、市内の地域資源の活用をどのよう

な体制で進めていくのか。このことについて

はどのようにお考えか市長に伺います。 

大綱の３点目は、教育行政についてです。

１つ目は、特別支援教育について伺います。

市内には校区の関係で、知的障害児入所施設

から転入する生徒を受け入れる中学校があり

ますが、現在はどのくらいの生徒さんが転入

され、受け入れる学校としてはどのような教

職員体制を整えているのか、現況について教

育長に伺います。 

２つ目に、本市のＧＩＧＡスクール構想の

あり方について、ＩＣＴ教育を支える人員に

ついて伺います。１人１台のＰＣ端末が揃い、

ＩＣＴ支援員も配置されたところであり、

Googleクラウドサービスも利用できるように

なったことは大変先進的なことと思います。

そこで、これらのクラウドサービスについて、

生徒や家庭に指導する人員はどのようになっ

ているのでしょうか。このことについて教育

長に伺います。 

●市長板東知文君（登壇） デジタル技術の

推進についてでありますが、現在、本市にお

けるデジタル化の取り組みにつきましては、

市内のデジタル格差の解消を図るほか、ＧＩ

ＧＡスクール構想やＩＣＴを活用したスマー

ト農業技術の導入を推進するため、国の交付
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金等を活用し、光回線のサービスエリアの市

内全域への拡大を進めているところでござい

ます。ポストコロナ時代を見据え、社会のデ

ジタル化は、ますます重要な課題と認識して

ございまして、本市におきましては、今後と

も、国や北海道の取り組みを十分踏まえなが

ら、本市の「美唄市情報化推進計画」に基づ

き、デジタル化を進めることとしているとこ

ろでございます。 

次に、ポストコロナに向けた地域資源の活

用についてでありますが、観光施策の考え方

につきましては、今回の新型コロナウイルス

感染症の影響により、全国的にインバウンド

や国内旅行客が激減し、人との接触を避け、

地方の規模の小さい宿を選択するなど、旅行

スタイル、旅行先の選択そのものが大きく変

化している状況であると思います。また、イ

ンバウンドに過度に依存してしまうと、コロ

ナ禍のように非常に厳しい、また、それに対

する打撃が非常に大きいことと思ってござい

ますけども、こういったグローバル化の時代

の課題を見据え、観光といった流れもやはり

地元ローカルから出発して、経済循環を創っ

ていくといった地方志向への考え方に移り変

わり、そういった中で地方の持つ豊かさや個

性、風土的、文化的特徴や多様性に人々の関

心が、いわゆる地元志向、地方志向、こうい

った流れになっていると認識しているところ

でございます。このような中、本市の地域資

源は自然や田園風景、食、農、アート、これ

らを活かした体験など、明瞭な四季が織りな

す自然環境の中で滞在できる、すばらしい地

域資源を多く有していると考えております。

このようなことから、ポストコロナにおいて

は、良質で魅力的な地域資源となるよう磨き

上げ、滞在環境づくりを継続することが関係

人口の創出や田園回帰に結びつく、持続可能

な施策と考えており、こうした考え方をもと

に、第７期総合計画を策定し、産業振興計画

や観光ビジョンとも整合性を図りながら、地

方創生推進交付金事業などに取り組んできた

ところでございます。 

次に、推進体制のあり方につきましては、

こうした滞在環境づくりに向けて、多様な関

係団体や観光に携わる事業者を主体とした、

全市的な観点からの組織づくりを進めている

ところであります。市としましては、この組

織が中心となって地域資源を磨き上げ、滞在

人口やリピーターを含め、関係人口の創出、

拡大を推進するため、先ほど申し上げました

若い世代のローカル志向や国内における地域

志向に沿った選ばれる地域づくりを進め、ま

たポストコロナ社会において、地方分散型と

いう大きな流れに即し、地域内で人、物、金

が循環したコミュニティー経済の構築など、

地域資源を活かした地域づくりに取り組んで

まいりたいと考えております。 

●教育長天野政俊君（登壇） 川上議員の質

問にお答えいたします。 

初めに、特別支援教育についてであります

が、特別支援学級は特別支援学校に比べ、障

害の程度が軽く、通常の学級における指導で

は、十分な成果を上げることが困難な児童生

徒を対象とし、小・中学校及び義務教育学校

に必要に応じて設けられる、特別に編制され

た学級となっております。本市の特別支援学

級は16学級、54名の児童生徒が在籍しており、

学級の種類といたしましては、知的障害、肢
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体不自由、病弱、身体虚弱、自閉症、情緒障

害の学級を設置し、市内の知的障害児入所施

設からも６名の生徒が在籍しているところで

す。また、障害のある児童生徒の教育につき

ましては、その障害の状態や、能力・適性等

が極めて多様であり、一人一人に応じた指導

や配慮が特に必要であるため、学級編制やそ

の他、教職員配置について、特別の配慮がな

されているところであります。 

次に、小・中学校の特別支援学級の学級編

成及び教職員定数につきましては、いわゆる

義務教育標準法で定められており、本市の小

学校の例で申し上げますと、特別支援学級は

３学級で、教職員定数は加配教員を含め、６

名体制となっております。障害のある子ども

については、一人一人の障害の状態に応じた

教育的支援を行うことが必要であり、そのた

めには、まず保護者、学校や教育関係機関が

一緒に子ども一人一人のニーズの把握に努め

ることが大切であると考えております。教育

委員会といたしましては、そのニーズに応え

るために、今後とも学校に対し、児童生徒に

寄り添った、きめ細かな指導計画を作成する

よう指導するとともに、保護者や教育関係機

関と連携しながら、特別支援教育の充実に努

めてまいりたいと考えております。 

次に、ＧＩＧＡスクール構想についてであ

りますが、本市では、国の第３期教育基本計

画の「2018年以降の学校におけるＩＣＴ環境

の整備方針」に基づき、学習者用コンピュー

ターや電子黒板、無線ＬＡＮの整備など、計

画的に小中学校のＩＣＴ環境整備を行ってき

たところであり、校内にＩＣＴ機器が整備さ

れることで、操作の習得やＩＣＴを活用した

授業改善、機器の設置基準等、新たな業務が

発生することから、各校に１名のＩＣＴ支援

員を配置し、教員のＩＣＴ活用の支援を行っ

ているところであります。また、ＩＣＴ機器

にトラブルが生じたときは、教育委員会内に

配置しているＧＩＧＡスクールサポーターが

対応するなど、学校と行政が一体となった運

用に努めているところであります。 

次に、Googleスイートのクラウドサービス

の導入についてでありますが、児童生徒が学

校で作成したレポートや個別に収集した資料

や写真をグループで共有ができることや、ク

ラスルームを利用することにより、教員から

児童生徒への課題配布や質問の受付、課題の

提出状況の確認や採点などをクラウドサービ

ス経由で行ったりすることも可能となってお

ります。今後、タブレット端末の持ち帰りが

可能となった場合には、児童生徒が自宅でも

アカウントにより利用ができ、授業で作成し

たスライド資料やレポートなどをドライブに

保存し、児童生徒が自宅で振り返り学習をす

ることが可能となり、これらの指導につきま

しては、各学校のＩＣＴ担当教員が行ってい

るところです。教育委員会といたしましては、

ＧＩＧＡスクールサポーターや外部講師の活

用により、校内研修の充実に努め、教員の教

材研究が円滑に行うことができるよう、取り

組んでまいります。 

●７番川上美樹議員 自席より、再度お伺い

をいたします。 

大綱１点目のデジタル技術の推進について

ですが、内閣府で掲げたスーパーシティー構

想については、北海道では現在、更別村が申

請に手を挙げ、村全体のデジタル化に向けた
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インフラ整備を計画していると伺っておりま

す。特に、リモート事業やリモートワークの

必要性は、私はコロナ禍の中、ど真ん中の事

柄だと思います。そのためには、学校や職場

以外で授業や仕事ができるよう、まずは、高

速ＷｉＦｉなどのインフラを早急に整備する

ことが必要だと思います。私は、国の標準を

押しつけられるという考えではなく、あくま

でも、本市の課題解決に力を発揮させるよう

なデジタル化の推進を行うその手段として、

国から示される構想や財源措置を見逃すこと

なく取り組んでいただきたいと思うところで

す。このスーパーシティー構想では、コロナ

感染に関する交付金を活用し、10分の10とい

う財源措置の内容となっております。ぜひ今

後も注視していただきたいところですが、改

めて市長のお考えを伺います。 

大綱２点目の観光行政について、再度伺い

ます。本市の観光振興に繋がるあらゆる資源、

例えばアルテピアッツァや炭鉄港に関連する

もの、温泉、スポーツ施設、食べ物や農業体

験、田園風景、そして時期によって見るもの、

体験するものも違ってきます。これらは市内

に点在しているので、まずは個々のものを見

直し、整備を行い、それらを線で結び、面に

することで、その輝きは何倍もの効果を発揮

するものと思います。旧東栄小学校や旧南美

唄小中学校など、校舎の利活用や未利用地、

まだ使っていない土地も含めて、持続可能な

観光施策を考えていくべきと思います。それ

には、施策をコーディネートしていく組織体

制づくりが何より大事であり、早急に取り組

むべきと考えます。これらについて、改めて

市長の考えを伺います。 

大綱３点目の教育行政について再度お伺い

いたします。初めに特別支援教育についてで

すが、障害のある子も、そうでない子も、と

もに学ぶという教育の観点から近隣の知的障

害者入所施設からの転入を受け入れ、学習を

進めていくことは大変有意義なことと思いま

す。現在も大変熱心に学校と教育委員会とで

取り組んでいると伺っております。これをさ

らによりよい指導体制として確立するため、

長期的展望で考えると、教育委員会の指導室

内には教職経験のある人材の登用も必要では

ないかと考えますが、改めて、これらについ

て教育長に伺います。 

次に、ＧＩＧＡスクール構想でのＩＣＴを

担う人員についてですが、１人１台の端末を

使用することが出来ておりますが、クラウド

サービスの利用の仕方について、生徒や家庭

に指導するのは、教職員ではなく、知識のあ

る専門家や経験豊富な地域の方にお願いする

など、検討するべきではないでしょうか。私

は、教員がこれらを担うとなると、かなりの

負担増になると思います。教職員は、コンテ

ンツの作成、つまり教材づくりに専念しても

らい、職務以外の業務を増やす事はしない方

がいいと考えますが、このことについて再度、

教育長のお考えを伺います。 

●市長板東知文君 初めに、デジタルの推進

についてでありますが、国のスーパーシティ

ー構想の特区指定につきましては、全国31団

体の応募がございまして、その全てにおいて

提案の再提出を求めるといった非常に厳しい

評価が国から下されたところでございます。

こういったことを含めて、ポストコロナ時代

のデジタル化は、あくまでも手段だと思って
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ございます。問題はデジタル化を使って何を

するのかということで、内容が重要だと考え

てございます。そういった観点から地域の課

題解決に向けてどのように活用していくか、

本市の現状を踏まえながら先ほど言っていた

スーパーシティー構想、それについても十分、

検討してまいりたいと考えております。市の

デジタル化につきましては、今回のコロナと

いうことで、日本国内の課題としてまずデジ

タル化と指摘されているところでございます。

本市におきましてもコロナ対策の国の補正予

算を活用しながら、先ほど言いました農村地

区を中心に光ファイバー、こういったインフ

ラを敷設して、現在約７億を超える金額でも

って、整備を進めているところでございます。

また、農業分野では農業基盤整備に合わせて、

その後、基盤整備の効果をより高めるために、

スマート農業導入を進めているところでござ

います。去年、今年とスマート農業の設置に

向けた助成措置も講じてございますし、さら

には、農林水産省に職員を１名派遣しまして、

まさに国のスマート農業推進班、その部署に

職員１名を配置して、国との十分な連携のも

と、本市の地域資源を生かすという意味での

スマート農業化に取り組んでいるところでご

ざいます。こういったことで、デジタル化に

ついてはもちろん必要なことでございますけ

ども、やはり美唄の今進めている内容に即し

た地域性を活かすという観点から十分これか

らもデジタル化について、取り組んでまいり

たいと考えております。 

次に、美唄の特色ある地域資源の活用につ

いてでございますが、やはり政策の効果とい

ったのは、個々の単発じゃなくて、相乗効果、

全体的な力を発揮することが１番大事だと考

えています。そういう意味では、個々の施策

の繋ぎ合わせということではなくて、面的に

も、立体的、重層的にも、これまでにない新

たな地域資源の創出に繋がるものと考えてお

ります。また、こういったことを実施するマ

ネジメント主体組織づくりにつきましては、

現在、その方向性について美唄の観光物産協

会、それから商工会議所などとの関連団体の

ほか、観光に携わる事業者と現在、協議を進

めているところでございます。ポストコロナ

と言いますか、世界的規模でやはり人間の暮

らしのあり方が問われるという中で、こうい

った流れもしっかり踏まえながら、しっかり

美唄の地域資源を活かした、コロナ禍でも美

唄にふさわしい今後のまちづくりに大きく繋

がるような流れ、こういったものにしっかり

取り組んでいきたいと考えています。また、

そのための組織づくりについても十分、意義

を持って取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

●教育長天野政俊君 特別支援教育について

でありますが、学校や保護者は早期から養育

や教育について、様々な機関に相談し、助言

を得ながらもなお、悩みや不安を解決出来な

い場合もあり、このような悩みや不安に応え

るため、教育委員会はもとより、医療、福祉

等の専門家や専門機関による適切な教育相談

の体制を整えるとともに、必要に応じて、児

童相談所、障害者通所支援事業所等の関連機

関との連携・協力も重要だと考えております。

こうした取り組みをさらに推進するためには、

指導室の職員体制の充実が必要であると考え

ておりますが、教育委員会全体の重要課題や
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業務量などを十分考慮しながら、今後とも適

切な人員配置について、市長部局と必要な協

議を行ってまいります。 

次に、クラウドサービスの指導についてで

ありますが、教育委員会といたしましては、

特定の教員が業務の負担増とならないよう、

十分配慮するとともに、ＧＩＧＡスクールサ

ポーターやＩＣＴボランティアを活用するな

ど、教員が子どもと向き合う時間を確保でき

るよう、努めてまいりたいと考えております。 

●７番川上美樹議員 再々質問を１つさせて

いただきます。 

先ほどご答弁いただきました、スーパーシ

ティー構想についてですが、全国31の市町村

が公募し、全て再提出が求められたというこ

とですが、私はデジタル化推進のための大型

のインフラ整備を行うためのスーパーシティ

ーにおける交付金が10分の10であるというこ

とから、厳しい審査が行われるのも当然だと

思います。令和３年度は既に４月半ばに公募

が終わっておりますけれども、第２回目、第

３回目、また、さらに臨時特別臨時交付金等

もよく今後注意して見ていただきたいと思い

ます。現在、政局がどのように変わるかわか

りませんけれども、こういったものには十分

に遅れをとらないように、取りこぼしがない

ように見ていただきたいと思います。私はあ

くまでもこのスーパーシティー構想における

国の施策を押しつけられて受けるものではな

く、本市の市民の実情に応じたデジタル化の

推進のために、ぜひ、挑戦していくというよ

うな気持ちで取り組んでいただきたいと思い

ますが、改めて市長のお考えを伺います。 

●市長板東知文君 これから国含めて、地方

もデジタル化を進めなければならない、そう

いった課題については十分、認識してござい

ます。問題は、そういった取り組みが本当の

意味で地域の活性化となり、地域振興に繋が

るかどうかということだと思ってございます。

これまでも過去の事例で、いろんな形で国の

施策を受けたばっかりに、結果的にそれが重

荷になって、その効果を果たせないといった

事例も多々あることでございます。そういっ

た意味から、もちろん国の施策を十分活用し

ながら、有利な財源を付けて地域振興を進め

る、もちろん大事な視点でございますので、

今後もしっかり取り組んでまいりたいとござ

います。 

デジタル化につきましては、先ほどおっし

ゃったとおり、スマート農業、それから、さ

らに地域資源を生かした、全国にも注目され

ている雪冷熱を活用したホワイトデータセン

ター構想、これも非常にＳＤＧｓなり、それ

から脱炭素社会、2050年、国が進めているそ

れに合致した非常に美唄のデジタル化に向け

て大きな取り組みだと考えてございます。こ

ういった取り組みも含めて、しっかりと時代

の流れ、それから国の施策の動向を十分踏ま

えながら、本市にとって必要な地域資源を生

かしたデータ作りを今後ともしっかり取り組

んでまいりたいと考えてございます。 

●議長金子義彦君 次に移ります。 

４番山上他美夫議員。 

●４番山上他美夫議員（登壇） 大綱２点に

ついて市長並びに教育長にお伺いいたします。 

まず最初に、放置された空き地、空き家の

対策について市長にお尋ねいたします。市内

には、700件近い空き家があると聞いておりま
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す。私は、2019年の７月に議会で増え続ける

空き家、空き地について、市がしっかり管理

をして、流動性が生まれるように管理をすべ

きであると質問しました。また、国でも空き

家、空き地の増加を問題視して、次々と対策

を打ち出しております。今現在、市内には全

域にわたって空き家、空き地が目立ち、さら

には、空き家予備軍らしき民家も数多く見受

けられていますが、一方で、新築の住宅も散

見され、居住地域のサイズに変化はなく、今

後、人口が減少しても、除雪や生活インフラ

の行政コストを削減出来そうにはありません。

その解決策として、コンパクトシティー構想

がありますが、国も空き家等対策の指針に関

する特別措置法やランドバンクの活用など、

先進的な管理不全土地等の対策の支援といろ

いろな施策を打ち出しております。私は、そ

の解決策として、中心地域の空き家、空き地

の流動性を促すことが最も有効な方法であり、

行政が率先して、中心地域の空き家、空き地

の流動性を促進する活動と施策を行うべきで

あると考えております。国土交通省が定める

空き家対策等特別措置法では、６項目の対策

を定めております。空き家の実態調査、そし

て空き家の所有者への適切な管理の指導、さ

らには、空き家の跡地、つまり空き地につい

ての活用促進、そして適切に管理されていな

い空き家を助言、指導、勧告、命令ができる

特定空き家に指定することができ、罰金や行

政代執行を行うことができる、これらの行政

措置が可能となっております。こうしたこと

を踏まえた上で、空き家は都市建築住宅課が

担当しているものの、空き地については、空

き地の環境保全に関する条例に基づきまして、

生活環境課が担当しており、担当が分かれて

いるのが現状であります。このような状況も

美唄市の都市計画や都市整備の障害になって

いるとも考えております。空き家は、放置す

ればいずれ空き地となり空き家の流動性を促

進することが空き地の増加を止め、さらには、

空き地も同じく流動性を高めて、中心部のス

ポンジ化を食い止めることがまちの魅力に繋

がることであると考えております。空き家、

空き地バンクの充実も大変重要なものとなり

ますが、その意味からも空き家、空き地の管

理、さらには空き家、空き地バンクの運用も

含めて、空き家、空き地を統括する専門組織

を明確に確立した上で、空き家、空き地の解

消を進めるべきではないかと思います。 

そこで質問ですが、１番に空き家、空き地

の固定資産税の滞納件数と滞納額はいくらあ

るのか。２番目に、滞納者に対する請求と督

促はどのように行っているのか。３番目に、

空き家、空き地を統括する専門組織を立ち上

げる考えはあるのか。以上３点について市長

にお伺いいたします。 

続きまして、旧理美容学校の除却後の手続

きについてお尋ねします。８月の臨時会で、

旧理美容学校の除却について、行政代執行に

より解体、整理するとありましたが、解体、

整地した後の手続きについてお伺いいたしま

す。前回の臨時会における市の説明では、初

めに解体工事費用の請求を行い、その費用回

収が見込めないと判断した場合、旧理美容学

校が所有する土地、およそ850平方メートルの

差押えを進めるとの答弁でありました。私は、

旧理美容学校の管理義務者に対して、解体工

事費の請求を行うことは、当然のことであり
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ますが、その一方で、もし仮に一向に費用の

回収の目途が立たず、解体工事費の費用1,900

万円が損金となった場合には、そのことが前

例となり、それを知り得た市民は同じように

解体しないまま放置家屋が増えるものと感じ

ております。さらに、いつまでも解体工事費

用の回収にこだわっていたとするなら、その

後の跡地利用も進まず、中心地区の荒廃にも

繋がると思います。それがゆえに、私はあえ

て費用回収が難しいと考えられる場合には、

できるだけ早急に費用回収には見切りをつけ、

土地の差押えを行い、前回の議会での市の答

弁もありましたように、跡地利用を進めた方

が西側市街地の賑わいづくりに必ず役立つも

のと考えております。例えば、理美容学校の

跡地には現在、市が検討作業を進めている市

営住宅の移転集約に関する一部の建設なども

有効な方法の一つではないかと考えられるの

ではないでしょうか。これらのことを鑑みて、

次の２点について市長にお伺いします。 

今後の工事費用回収と、さらには工事費用

回収を断念した場合の土地の差押え手続きに

関する市の方針、及びそのスケジュールにつ

いて。２番目に、旧理美容学校跡地の今後の

利用について、素案や計画があるのか、以上

の２点について市長にお伺いいたします。 

大綱２点目、高校支援について教育長にお

伺いします。本年６月の定例会会期中に尚栄

高校のＰＴＡ会長と校長が各議員会派を訪問

されて、高校支援の要請をされました。私た

ち会派３名は、６月28日に尚栄高校を訪問し

て、授業や部活の状況を視察し、生徒たちが

充実した高校生活を謳歌している現状を肌で

感じ、尚栄高校の存続の必要性を実感したと

ころであります。島根県に高校を核とした地

域活性化を研究している一般財団法人地域教

育魅力化プラットフォームという組織があり

ます。その団体の調査によれば、高校がもた

らす地域への効果は、人口減少の抑制や地元

経済への貢献、さらには税収の増加があると

いう研究結果を発表しており、さらには、高

校魅力化に対する市町村の財政負担を加味し

ても、十分な効果があるという結論をしてお

り、高校の必要性を定義しております。さら

には、全国で高校の魅力化の推進を行う自治

体が増えており、文部科学省は、地域と協働

による高等学校教育改革推進を図っておりま

す。北海道教育庁がまとめた令和３年４月１

日現在の道内市町村の高校魅力化に向けた支

援策の調査結果では、道内公立高校で100万以

上を支援している市町村が113高校に及び、そ

のうちの1,000万以上が28件、そして2,000万

以上が７市町村、そして3000万以上が７市町

村、鹿追町にいたっては5,500万円、足寄町に

いたっても１億1,000万円もの支援をしてお

ります。これらの支援内容は、入学支援金、

通学助成金、制服の補助、教科書無償提供、

部活支援、資格習得支援、奨学金支給、国内

外研修費補助、市内就職祝い金、さらには、

道内６つの町で学力向上のための公営塾の運

営を行い、地元高校の生徒確保と高校の存続

の努力を行っております。高校の現状は、少

子化による生徒数の減少や年収590万円以下

の世帯での私立高校の授業料は実質無償化な

どで公立高校への進学が減ったことなどによ

り、高校の統合や廃校が進んでおります。ク

ラス編成では、１クラス40人で、尚栄高校は

現在１年生が47人で２クラスですが、中途退
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学等で40人を割り込んだ場合や、新入学生が

40人以下の場合には、現在の定員80人が今後

40人に削減されることになります。聖華高校

でも同様で、年を追って生徒が減少している

状況であります。その意味で、入学希望者の

増加を図ることは必須条件であり、多くの市

町村が新入学生に対する支援を手厚くしてお

ります。美唄市が行う今年度の高校支援は、

尚栄高校、聖華高校の２校で総額が僅か75万

円であり、１校あたりにすれば、僅か35万円

であります。私は、今年３月の定例会の一般

質問でも、高校支援のために１億5,000万ある

青少年育成基金の一部を使えないかと質問い

たしましたが、いま一つ明確なご返事はいた

だけませんでした。来年度の高校受験活動は

もう既に始まっており、高校生人口が減少す

る中、新入生の獲得はどこの高校も熾烈な競

争の中にあります。受験生が定員に満たず新

入生が減少していけば、道教委からの定数削

減の指導も想定されます。これらの状況を踏

まえて、美唄市として市内高校の存続に対す

る考え方と、今後の支援策については、どの

ように考えておられるのか、教育長にお伺い

いたします。 

●市長板東知文君（登壇） 空き地、空き家

についてでありますが、初めに、空き地、空

き家の固定資産税に関する滞納件数と滞納額

につきましては、固定資産税といったものは

所有者に対し、課税することから、現在は把

握してないところでございます。なお、令和

２年度決算の固定資産税の全体の数字で申し

上げますと、滞納額100万円以上1,000万円未

満が10件で、金額は2,578万4,767円。また、

1,000万円以上が２件で、金額が5,471万5,223

円となっております。 

次に、滞納者に対する請求と督促の実施状

況につきましては、納税義務者への税額を通

知後、納期限までに納付がない場合には、納

期限後30日以内に督促状を発送して、未納で

あることを本人へ知らせております。その後

においても納付がない場合には、郵送による

催告書の送付や直接電話などにより、催告を

行い、早期の対応に努めているところであり

ます。 

次に、空き地・空き家対策につきましては、

担当部署としまして、現在、都市整備部が中

心となって、関係部局による横断的な協力体

制のもと、必要な対応にあたっているところ

であります。今後とも、庁内の「空き家等対

策検討委員会」や、民間の有識者で組織する

「空き家等対策協議会」での対策を基本に、

相談に来られる市民の皆様の空き家問題に適

切な対応ができるよう、しっかりと取り組ん

でまいります。 

次に、旧理美容学校の除却後の手続きにつ

いてでありますが、費用の回収につきまして

は、行政代執行法に基づき、要した費用の額

及び納期限を定め、同校代表清算人へ文書を

もって、費用の請求を行うこととしておりま

す。市としましては、これまでの対応として、

本年の７月及び８月の２回にわたり、代表清

算人と直接お会いし、代執行に至る経緯や目

的及び除却費用について請求させていただく

ことを説明し、その内容について、ご理解を

いただいたところであります。なお、費用の

回収につきましては、納付がなされない場合

には、国税の滞納処分の例により、手続きを

速やかに進めてまいります。 
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次に、今後の跡地利用につきましては、こ

の度の代執行は、地域住民の安全安心の確保

を第一として、緊急的に行ったものであり、

土地に関しては、市有地と民有地が混在して

いることから、土地の権利関係を整理した後

に検討してまいりたいと考えております。 

●教育長天野政俊君（登壇） 市内高校存続

に対する今後の支援策についてでありますが、

尚栄高校と聖華高校はそれぞれ特色ある学科

を有している道内でも数少ない高校であり、

本市の将来を担う人材育成や地域の活性化な

ど、両校の果たす役割は極めて大きなものが

あると考えております。しかしながら、令和

３年度における入学者数は尚栄高校が80名の

定員に対して47名、聖華高校は定員80名に対

して64名で、両校とも定員を下回っている状

況で、聖華高校は２年連続、尚栄高校につい

ては、５年以上定員割れの状況が続いている

ところであり、中学校卒業者が減少していく

中で、定員を確保していくためには、学校に

おける教育活動を理解してもらい、学校の魅

力を知ってもらうことが必要であると考えて

おります。このため、市内高校と中学校の先

生による進路指導に関する懇談会の開催や、

１日体験入学、部活動での交流のほか、尚栄

高校の施設・設備を利用した市内中学校との

授業交流などを通して、学校への興味・関心

を深めていただく取り組みを行っているとこ

ろであります。高校への支援策といたしまし

ては、高校の生徒数の確保に繋がるよう、平

成28年度から青少年育成基金を活用した高校

の教育活動に要する経費の一部補助を行って

いるほか、就職活動への支援として、地元就

職応援合同企業説明会やインターンシップ授

業を開催しているところであります。また、

今年度、新たに食農教育の一環として、尚栄

高校と連携し、本市の地域特性や優位性を生

かしながら、食と農を連動させた特産品開発

の取り組みなどを通じて、魅力ある高校づく

りに向けた支援を行っているところであり、

今後もこの支援を継続してまいりたいと考え

ております。 

●４番山上他美夫議員 自席から３点、再質

問させていただきます。固定資産税の滞納額

は相当な額になっていることに驚きますが、

空き家、空き地についての固定資産税滞納に

ついては空き家には居住していない、空き地

は利用していないということなので、税金の

滞納者が固定資産税を納めなければ対価とし

て差押えを行っても、所有者が生活に影響を

受けることはなく物件の流動性を促すことが、

まちの活性化に繋がることと考えますが、固

定資産税の滞納について、いかがお考えか、

市長にお尋ねします。 

次に、空き家、空き地の専門組織について

は、関係部局が一体的に連携すると言われて

おりますが、組織間連携はとても難しいこと

であり、常に問題となっているテーマでもあ

り、言葉では関係を強化するといっても、空

き家、空き地問題を解決するには課題が多い

と思います。人口減少より、ますます増え続

ける空き家、空き地問題は都市再生の重要課

題として、国や地方自治体で様々な対策が練

られていますが、専門組織の立ち上げについ

て、一歩踏み込んだ考えはないのか、再度市

長にお伺いいたします。 

続いて、高校の答弁で市内２高校の定員割

れを説明しておられましたが、尚栄高校につ



- 26 - 
 

いては、１クラス40人の定員割れ寸前の状態

であり、次年度入学生徒数が40人を切った場

合には、２学級が１学級に削減という指導が

なされ、さらには、生徒数の減少で学校では

野球やバスケットなど体育系や音楽系のクラ

ブ活動まで影響が及び、高校の魅力化に影を

落とします。７日の北海道新聞でも、空知管

内の公立高校配置計画について記述があり、

どこの自治体においても、高校の存続に力を

入れている記事でしたが、近隣市町村に比べ

ても、美唄市には高校存続に対する熱意が感

じられない気がしております。次年度高校入

試活動は既に始まっていますが、ここで高校

支援の対策を打ち出さなければ後々には後悔

先に立たずということになることは目に見え

ております。青少年育成基金が令和元年には

１億1,000万円、令和２年度が１億5,000万円、

今年度末には多分２億円を超えると予想され

ますが、この基金の使用額は昨年に僅か351

万円にしか過ぎず、高校支援もそのうち僅か

75万円であります。この基金が宝の持ち腐れ

に終わるのか、打ち出の小づちとなって、ま

ちの活性化に繋がるのか、教育長の英断をい

ただきたいと思いますが、改めて教育長のお

考えをお聞きしたいと思います。 

●市長板東知文君 滞納者に対する滞納処分

についてでありますが、地方税法の規定のも

と、滞納者に対しては納税相談の交渉経過や

その履行状況、財産状況や生活状況などを的

確に判断した上で、給与や預貯金などの債権

を中心に、滞納処分を実施し、不動産に関し

ても案件ごとの実情を踏まえ、実施している

ところでございます。今後も、適切な滞納整

理を執り進めることで、空き地、空き家の解

消にも繋がっていくものと考えているとこで

ございます。空き家対策につきましては、昨

年度の豪雪により、多くの空き家が損壊した

経緯を踏まえ、本年度から開始した、不良住

宅への解体助成に続き、新たに空き店舗、空

き事務所を追加する等、対象範囲を拡大する

ことで、本市の空き家解消に向けた対策に取

り組んでいるところでございます。空き家問

題は、全国市長会においても深刻な課題とし

て現在、国に対してその対策に要する財源も

含め、様々な改善策を要望しているところで

あり、全国的な社会問題となっているところ

でございます。市としましては、今後とも国

の動向等を注視しながら、組織体制の整備も

含め、必要な対策に取り組み、市民の皆様の

安全安心な生活環境の向上に努めてまいりた

いと考えております。 

●教育長天野政俊君 市内高等学校の支援策

についてでありますが、高等学校の存続につ

いては、それぞれの特色ある教育活動を理解

してもらい、学校の魅力を知ってもらうこと

が重要であると考えており、これまで継続し

た支援を行ってきたところであります。高等

学校の存続は、大変重要な問題であると考え

ておりますことから、支援の拡充等につきま

しては、高等学校の意向もお伺いしながら、

市長部局とともに必要な対応について協議、

検討を進めてまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、両校の魅力の発信

に努めるとともに、美唄らしい支援のあり方

について引き続き検討を行い、生徒たちが「郷

土愛」と「新しい時代を生き抜く資質・能力」

を育むとともに、美唄の高校で学んでよかっ

たと思っていただけるよう、しっかりと支援
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してまいりたいと考えております。 

●10番紫藤政則議員（登壇） 2021年第３回

定例会にあたりまして、私は大きく２点につ

いて、市長並びに教育長にご質問したいと思

います。 

質問の１つ目は、産業の振興策についてで

あります。内容は再生可能エネルギー、これ

は様々な再生可能エネルギーがありますが、

その中の水力発電についての美唄市における

可能性についてお尋ねをしたいと思います。

美唄ダム美唄川水系及び、農業用水路を活用

した水力発電事業を起こし、再生可能エネル

ギーによるまちづくりに挑戦することについ

ての考え方についてであります。美唄ダムは、

でき上がってから既に39年経ちました。80億

を超える大事業でありまして、10年の歳月を

要したわけであります。そのダムの目的は当

時、北海道においての施工でございましたが、

初めての多目的ダムでございました。受益地

域は美唄のみであります。この供用開始当時

は上水道取水、面積取水容量といいましょう

か、工業用水道が１万トンでございました。

その他に、農業用水としての役割もあったわ

けであります。月日が経ちまして、現在、美

唄における上水道の言わば使用許容額といい

ましょうか、これにつきましては、7,750立米、

工業用水道は1,000立米ということで、大きく

用料が減っているわけであります。あわせて、

工業用水につきましては、工業用水道事業そ

のものの役割というものを見て、いずれ工業

用水が廃止になるということも計画にあるよ

うであります。私はこの美唄ダムの状況を見

て、さて、ダムの水はいずれどうなるんだろ

うかという思いに駆られたわけであります。

この水を有効に活用することは出来ないだろ

うかという思いでお尋ねしたわけであります。

そこで具体的にお尋ねいたしますが、このエ

ネルギー、これは電力の他にもエネルギーの

定義に該当するものでございますが、美唄か

ら域外にお金が流れていく大きな要因の一つ

と言われています。このエネルギーの需給を

することで、市内経済の波及効果がどうなる

か。産業の活性化に繋がっていかないのかど

うなのか。これらの認識をまずお尋ねをした

いと思います。 

２つ目は、再生可能エネルギーに関するま

ちづくり計画上の位置づけであります。ホワ

イトデータセンター構想というのは、広く知

られた内容であります。一方、平成15年に美

唄市にまとめられた、これは井坂市長当時で

ありますけれども、新しいエネルギーに関す

る研究所、計画書、これらが認められたと記

憶をしています。さらに、今年から始まりま

す新たな総合計画、産業振興計画、これらの

中で美唄における再生可能エネルギーに関す

る計画上の位置づけがどうなっているか、お

示しをいただきたいと思います。 

３つ目ですが、現在の地球温暖化、こうい

う大きな規模の問題がございます。日本も重

い腰を上げて、2050年までにＣＯ２の排出を

削減する、０を目指すといういわゆる2050年

カーボンニュートラルと称するこれらの宣言

がされたわけであります。美唄において、こ

れらを受けた実現に向けた取り組みをどのよ

うにしようとしているのか、お尋ねをしたい

と思います。 

大綱の２点目は、教育行政、教育長にお伺

いいたしますが、市内の道立高等学校への支
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援についてであります。この項目につきまし

ては、ただいま山上議員からるるご発言があ

りまして、教育長から考え方が述べられたわ

けであります。議長にお願いを申し上げます

が、全てにわたって重複した発言は避けたい

と思いますので、これらに関連して、教育長

にお尋ねをしたいとことが１点、市長、教育

長への支援要請に対する対応についてであり

ます。先ほどの発言にもありましたが、６月

９日に市長、教育長に支援要請があったとい

う報道がなされました。私も直接その要請を

受けております。文字どおり尚栄高校につき

ましては、危機的な状況にあるという内容で

ございました。40人を切ることによる影響も

山上議員からございましたが、これは２間口

が１間口になるという問題だけではなくて、

学校の存立に関わります。尚栄高校は、空知

管内唯一の総合学科を標榜する高等学校であ

ります。市内における美唄東高や美唄工業高

校、そして美唄南高校、これらが結果として

一つになってできた高校ですが、新たに高校

のありようについては、衣替えをしたわけで

あります。ある種の時代のニーズに合った高

校ということに理解をするわけですが、なか

なか市民の皆さんに尚栄高校に関する認識が

広まっているかどうかというと、少しく課題

が残っているような気をいたします。いずれ

にしても、尚栄高校の卒業生、市内の事業所

に９人就職をされています。地域に残って、

地域の振興に寄与していただいているという

実態があります。あわせて、６割が市内通学

ですが、遠くは札幌、江別、芦別からも通学

をされている方がいまして、４割の方が市外

通学と聞いています。支援のあり方につきま

しては、先ほどのご答弁で学校の魅力を発信

する、こういった支援を継続していきたいと

いうことであります。私は、既に中学校であ

れば２年生の３学期には進路指導でどうする

か、これを決めるということであります。高

校もそれぞれ営業活動に入ります。前に美唄

高校の先生にお聞きしたことがありますが、

入学いただく中学にお邪魔をして、そして高

校の魅力とともに、地元の支援策について説

明をして、そして１人でも入学いただくよう

に活動を展開するということを聞いてござい

ます。この市長、教育長に対する陳情書には

令和４年、いわば来年度のことについての危

機感を持ってございました。先ほどの質問に

もありましたが、６月から今日までかけて、

新聞紙上はどこも高校の再編についての厳し

い内容の新聞報道がなされています。そして

一度、道教委の方向が出ると、これをひっく

り返すのは至難の業であります。過去の高校

問題対策協議会、これらは問題が起きてから

腰を上げるということでございます。私は、

ぜひ素早い対応が必要だと思います。各管内

の学校に対してどんな支援を地元自治体がし

ているのかということにも、山上議員が触れ

られました。究極は保護者の負担の軽減、こ

ういうことに繋がっていくケースが住々であ

ります。そして財源の話がございましたが、

過疎事業債を適用している。そうして多額の

支援をしている。こういう事例が多くありま

す。さて、この保護者の経費の削減に向けた

取り組みが果たして常道かどうかというのは

あると思います。ましてや高校は、義務教育

ではないわけであります。しかし、既に高校

の進学率を見ても、義務教育化がされている。
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それから美唄の企業においても、尚栄高校の

卒業生に対する期待が強い。さらに、我が会

社へ勤めてほしいという声も私は直接お聞き

したことがあります。この際、四の五の言っ

てられないのではないのか。手遅れにならな

い対策を講じる必要があるのではなかろうか。

先ほどの趣旨と同じでございますが、財源の

ことをお示しいたしましたけど、早めに地元

高校を預かる自治体として、しっかりとした

支援策を講じますと、こういうことを内外に

示して、そして学校の存置に向けて、お取り

組みをすべきだろうと私は率直に思うわけで

あります。美唄から高校の火を消さない、聖

華高校とのバランスもあるかと思います。し

かし今、危機的な状況に陥っているのは尚栄

高校であります。この辺ぜひ、踏まえた支援

要請に対する対応であっていただきたい。あ

わせて９月に陳情があって、３ゕ月経過した。

これらはしっかりと行政として応答義務が必

要であり、いつかいつかとお待ちだったかも

しれない。それと教育行政ではありますが、

予算の絡む内容でもあります。市長の英断も

また伴わなければならない。この辺、私はそ

う思いますが、ご答弁をお願いしたいと思い

ます。質問通告は教育長でありますので、教

育長のお答えをいただきたい。 

教育行政の２つ目でありますが、市立図書

館のあり方であります。2017年のことでござ

いますが、指定管理者の導入にあたりまして、

美唄市教育委員会はパブリックコメント手続

条例に基づいて、市民の皆さんにパブリック

コメントをお願いいたしました。市立図書館

の指定管理者導入に際しての意見で、私はこ

の時、議員ではありませんでしたけど、一市

民として、反対と打ち明けました。54名の方

がこの指定管理者のパブリックコメントに関

する意見が出たわけであります。ほとんどの

方は、非常にご心配の方ばかりでありました。

導入をされて４年目でありますから、来年は

どうなりますか、更新の時期になるんでしょ

うか。５年ですからもう１年、５年の指定管

理者制度の期間がありますけども、その際、

パブリックコメント手続条例に基づいて出て

きた意見に対して、教育委員会から応答があ

りました。ご心配の向きはこういうことで心

配ありせんよと。大体、図書館運営に必要な

いよというようなことでありました。これら

のことが、さてその評価どおり行われたのか

が１つ、検証をさせていただければと思って

おります。そこで、改めて市立図書館という

のは、法令上どんな役割があるのかという教

育長のご認識。それから２つ目には先ほど申

し上げました、パブコメが回答どおり、もく

ろみどおりに実行出来ているのか、検証と評

価。３つ目には、毎年、指定管理者には勤務

評定が課されています。モニタリング評価と

申しますが、これらの状況と市民参加で図書

館運営をしていくということが、このモニタ

リング評価で可能なのかどうか。こういった

ことも含めた状況について、お聞かせをいた

だければと思っております。それから、図書

館に関する最後でございますが、司書補の配

置条件でございます。図書館職員体制の現状

と職員の安定雇用に関しての考え方について

お尋ねをしたいと思います。 

教育行政の最後でございますが、学校図書

館のあり方についてお尋ねをいたします。学

校図書館は、学校図書館法というのがありま
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して、あわせて学習指導要領にも学校図書館

についての文科省の考え方が示されているん

です。学習指導要領も法令のジャンルに入り

ますので、これらの法令の役割について、法

令上の役割についてのご認識をお尋ねしたい。

それから２つ目は、司書教諭と学校司書の配

置基準、これらも定めがあります。それらと

現在の各学校における充足状況はどうなって

いるのか。３つ目には、学校図書館に整備す

べき蔵書の標準冊数というのも示されている

と承知をしていますが、市内の各小中学校に

おける蔵書の冊数の現状、比較をしてお示し

ください。それから、最近の新聞でも学校図

書館に新聞をという広告が大きくでておりま

す。毎年この時期になるとでます。そこには、

交付税で措置されているんですよということ

が書かれています。これら、主に地方交付税

の措置でありますが、美唄においてはどのよ

うな学校図書館に対する財源措置がなされて、

そして実際に美唄市の決算上の状況、これら

がどのようになっているのか、お示しいただ

きたいと思います。最後ですが、子どもの読

書活動、これは子ども読書活動の推進に向け

た計画書もあるわけであります。これは単に

学校だけではないと思います。桜井市長さん

のときにブックスタートといって、市が果敢

に取り組んだ子どもに読書を親しむ絵本の配

付がございましたが、これらも含めたものに

なろうかと思いますが、子どもの読書活動の

現状がどうなっているか。それから、他市と

比較して、美唄の子どもさんは本を読んでい

るんだろうか、こういうことを比較したいと

思いますので、状況についてお答えをいただ

きたいと思います。 

●議長金子義彦君 紫藤議員に確認させてい

ただきます。今ほど、一部通告内容の割愛が

あったと認識いたしましたが、それでよろし

いでしょうか。 

（紫藤議員がうなずく） 

それでは、ただいま紫藤議員から申し出の

ありました質問項目の割愛につきましては、

議長において措置いたします。 

一般質問の途中でございますけれども、紫

藤議員の一般質問に対する理事者の答弁は午

後からといたします。 

午後１時10分まで休憩いたします。 

 

午前１１時５７分 休憩 

午後 １ 時１０分 開議 

 

●議長金子義彦君 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

紫藤議員の質問に対する理事者の答弁から

入ります。 

●市長板東知文君（登壇） 再生可能エネル

ギー水力発電の可能性についてでありますが、

初めに、本市における再生可能エネルギーの

取り組みにつきましては、平成９年に産学官

の共同研究を目的に美唄自然エネルギー研究

会が発足され、これまで雪冷熱エネルギーの

研究や技術開発について、全国的にも先進的

に取り組んできたところでございます。こう

した研究成果により、これまで市内には13ゕ

所の雪冷房導入施設が整備され、現在では、

空知団地においてホワイトデータセンターの

事業化に繋がったものであります。このホワ

イトデータセンターでは、雪冷熱エネルギー

の利活用のほか、廃熱を利用した食料生産事
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業やバイオマス、太陽光などの再生可能エネ

ルギーによる電力供給事業などの事業展開が

予定されており、国連で合意されたＳＤＧｓ

の推進や、国で進めている2050年カーボンニ

ュートラル脱炭素社会の実現に貢献するもの

として、各界から大きな期待が寄せられてい

るところであり、本市の産業活性化に大きな

役割を果たしていくものと期待しております。 

次に、再生可能エネルギーに関する計画上

の位置付けにつきましては、第７期総合計画

及び産業振興計画、環境基本計画につきまし

て、ＳＤＧｓへの取り組みとともに、地域の

特性に合った再生可能エネルギーの利活用に

ついての調査研究や開発を推進することとし

ております。 

次に、国が目指す2050年カーボンニュート

ラルの実現に向けた今後の取り組みにつきま

しては、自給自足とか地産地消、こういった

観点から本市の特性を踏まえ、多様な再生可

能エネルギーの可能性を調査、検討し、地域

づくりへの様々な分野への展開を進めていく

必要があると考えております。また、水力発

電につきましては、道内においては、ダム式

で12か所、ダム水路式で22か所、水路式で18

ゕ所などが稼働していると承知しており、農

業用水路の活用した水力発電の事例もあるこ

とから、本市においても、水力発電の可能性

について、現在、必要な資料収集など調査、

検討をしているところであります。市といた

しましては今後とも、本市の雪、水力、太陽

光、バイオマスなどの美唄らしい地域資源を

活かした多様な再生可能エネルギーの組み合

せによる脱炭素社会への挑戦に向けて、庁内

関係部局や関係機関などとの連携により、し

っかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

●教育長天野政俊君（登壇） 尚栄高校から

の支援要請に対する対応についてであります

が、令和３年６月９日付けで、尚栄高校ＰＴ

Ａ会長名による陳情書の提出があり、来年度

からの入学生に対する教材の支給について要

請があったところです。高等学校の存続は大

変重要な問題であり、高校は本市にとって、

なくてはならない存在であると考えておりま

す。そのため、何が必要か、何を充実させる

べきかなど、支援の拡充等について、高等学

校の意向をお伺いしながら、市長部局ととも

に必要な対応について、協議、検討を進めて

まいりたいと考えております。いずれにいた

しましても、両校の魅力の発信に努めるとと

もに、美唄らしい支援のあり方について引き

続き検討を行い、生徒たちが「郷土愛」と「新

しい時代を生き抜く資質・能力」を育むとと

もに、美唄の高校で学んでよかったと思って

いただけるよう、しっかりと支援してまいり

たいと考えております。 

次に、市立図書館のあり方についてであり

ますが、初めに、法令上の役割についての認

識につきましては、図書館法では、図書、記

録、その他必要な資料を収集、整理、保存し

て、一般公衆の利用に供し、その教養、調査

研究、レクリエーション等に資することが目

的であると認識しております。 

次に、指定管理者制度導入の目的、考え方、

パブリックコメントに対する回答内容につき

ましては、指定管理者制度を導入することで、

図書館の運営コストの効率化を図るとともに、

民間事業者の能力と活力を積極的に活用する
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ことにより、市民サービスの一層の向上と図

書館機能の拡充に努めているところでありま

す。また、パブリックコメントに対する回答

につきましては、平成29年度の意見募集の際

にいただいた54件の意見のほとんどが、指定

管理者制度の導入にあたり、反対するもので

あり、その理由は、公立図書館の指定管理者

制度の導入例が少ないことや、本市の図書館

規模であれば、収益事業が期待出来ないこと、

司書の配置のこと、経費節減により安定した

長期雇用が保障されないことなどの意見をい

ただきました。その回答といたしましては、

市民サービスの低下や後退を招くことがない

よう、指定管理者が行う業務の実施状況をモ

ニタリング調査等によりチェックすることで、

従前と変わることはないと回答しています。

また、指定管理者には司書資格を有する職員

の配置を義務づけるとともに、研修など職員

の育成についても、「施設管理仕様書」に明記

し、専門研修や業務研修により、資質・能力

の向上を図りますと回答しています。 

次に、検証と評価については、施設のサー

ビスの履行に関し、条例や規則及び協定書・

仕様書等に従い、適切かつ確実なサービスの

提供が確保されているかを確認するため、モ

ニタリング評価を行い、総合評価では、「管理

運営の状況が仕様書等の内容に沿って、概ね

適正」に行われており、良好と認められ、「Ａ」

評価となっております。モニタリング評価と

市民参加のあり方につきましては、モニタリ

ングの目的として、施設サービスの履行に関

し、条例や規則及び協定書・仕様書等に従い、

適切かつ確実なサービスの提供が確保されて

いるかを確認するものであります。また、安

定的、継続的にサービスを提供することが可

能であるかなどの監視に加え、現地調査及び

管理運営状況の評価とともに、必要に応じ、

改善に向けた指導・助言を行い、管理運営の

継続が適当でないと認めるときは、指定の取

り消し等を行う一連の仕組みであります。こ

のため、指定管理者による利用者アンケート

での市民ニーズの把握や月次報告のほか、人

員体制や施設管理などの39項目について、自

己評価並びに市が評価を行い、副市長を委員

長とし、私や総務部長、学識経験者等から成

る「指定管理者選定委員会」で審査すること

としています。図書館職員体制の現状と職員

の安定雇用につきましては、現在、司書を４

名配置し、うち１名が館長を兼務するほか、

事務職員４名が配置され、計８名の職員体制

で管理運営しております。また、職員の安定

雇用については、図書館の指定管理者の指定

期間が５年間となっており、次回も引き続き

指定管理者に選定されるとは限らないことか

ら、必ずしも安定した長期雇用が保障されな

いといった面があり、地域等の活力を積極的

に活用し、施設の設置目的を効果的かつ効率

的に達成するためには、非公募の導入の検討

が必要であると考えております。 

次に、学校図書館のあり方についてであり

ますが、初めに、学校図書館の位置付けにつ

いてでありますが、学校図書館は学校図書館

法において、学校教育に欠かすことの出来な

い基礎的な設備であり、図書館資料を収集、

整理、保存し、児童生徒及び教職員の利用に

供することによって、学校の教育課程の展開

に寄与するとともに、児童生徒の健全な教養

を育成することを目的とされており、学校に
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は学校図書館の専門的職務をつかさどる司書

教諭を置くほか、学校図書館の運営の改善、

及び向上を図り、児童または生徒及び教員に

よる学校図書館の利用の一層の促進に資する

ため、学校図書館の職務に従事する学校司書

を置くよう、努めなければならないと規定さ

れているところです。司書教諭につきまして

は、学校図書館法において学級の数が12学級

以上の学校については設置しなければならな

いこととなっており、本市では、中央小学校、

東小学校にそれぞれ１名ずつ配置していると

ころです。学校司書につきましては、制度上

の設置根拠はなく、本市では、いずれの学校

にも配置していないところです。 

次に、学校図書館の標準蔵書冊数と蔵書数

についてでありますが、令和２年度末では中

央小学校が9,160冊に対して、5,443冊で達成

率59.4％、東小学校が9,560冊に対して5,597

冊で達成率58.5％、美唄中学校が9,600冊に対

して6,597冊で達成率68.7％、東中学校が

9,600冊に対して6,146冊で達成率64.0％とな

っており、各校とも標準冊数を下回っている

状況にあるところです。 

次に、学校図書費に対する地方財政措置に

ついてでありますが、小学校分は211万5,000

円、中学校分として190万円が普通交付税とし

て導入されているところであります。これに

対し、令和２年度における学校図書費の決算

額につきましては、小学校が48万9,999円、中

学校が39万9,920円となっております。学校図

書館につきましては、読書センターとして学

習情報センターとして重要な機能を有してお

り、また、新しい学習指導要領では、「主体的・

対話的で深い学び」を実現する場として、学

校図書館の活用が挙げられていることから、

必要な予算を確保し、蔵書整備、さらには教

育改善に取り組み、学校図書館の充実に努め

てまいります。 

次に、子ども読書活動の現状と他市との比

較についてでありますが、本市の子ども読書

活動の現状につきましては、令和２年に実施

した「児童生徒の読書活動に関するアンケー

ト」調査では、１ゕ月に１冊も本を読まなか

った不読者の割合は小学校の低学年で14.2％、

中学年14.7％、高学年15.2％、中学生35.7％、

高校生58.3％との結果となっております。ま

た令和元年に全国学校図書館協議会が毎日新

聞社との共同で全国の小・中・高等学校の児

童生徒から抽出し、行った「学校読書調査」

の不続率は小学生6.8％、中学生12.5％、高校

生55.3％となっております。 

次に、管内の岩見沢市と砂川市では、令和

２年度にアンケート調査を実施しており、岩

見沢市では、小学生10.8％、中学生21.3％、

高校生41.1％、砂川市では小学生18.1％、中

学生26.5％、高校生は実施していないところ

であります。この結果は、全国及び管内の他

市と比較しても、本市は不続率が高いことが

示されており、特に中学生、高校生はとても

高い比率となっております。読書活動は言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力

を豊かなものにし、人生をより深く生きる力

を身につけていく上で重要なものであります。

このため、「北海道青少年のための200冊」の

推薦図書の情報提供を行うなど、読書活動の

普及・啓発に取り組むとともに家庭、学校及

び図書館との連携により、本市の全ての子ど

もがあらゆる機会や場所において、自主的に
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読書活動ができるような環境整備や支援に努

めてまいりたいと考えております。 

●10番紫藤政則議員 何点かお尋ねをしたい

と思います。 

水力発電の可能性に関してお答えをいただ

きました。既に、この問題に関して関心を持

たれて、いわば検討に入っておられるという

お話でした。速やかな対応といいましょうか、

これに感謝を申し上げたいと思います。実は

最近、事業所の方とお会いする機会がござい

まして、ガソリンスタンドの若い経営者の話

を聞く機会がございました。非常に危機感を

持っていらっしゃいまして、2035年には、電

気自動車に向けて生産が制約される。そして、

新規国内新車販売全ての電動車に対する電気

自動車競争が激しくなると、目標が定められ

たということでございます。電気自動車の時

代に入る、あと僅かだということで、今後、

業種がどうなっていくのか、仕事を続けられ

るのかどうなのか。何とか、この美唄でもエ

ネルギー問題に関して、真剣な対応が出来な

いだろうかなというお話を直接お聞かせいた

だきました。私は、この2050年カーボンニュ

ートラルというもの、どちらかというと人ご

とのように聞いておりましたけれども、やは

り雇用や事業に影響してくる部分が多くござ

います。そこで、これ以前に地域内の経済の

循環についてご議論をしたことがございまし

た。美唄にはデータが少なくて、これは2013

年の地域経済循環図という、これは国のデー

タでございますが、美唄から域外に逃げてい

る消費という話、296億円が地域外に出ている

というデータもございました。具体的にどん

なものが出ているかという詳しい資料はない

んですけど、やはりエネルギー関係というの

が非常に多いと言われております。私はこの

域外に流出するエネルギーに関する指数とい

うものを、域内に取り込むという機会にして

いただければなと思うんです。時間はかかる

と思いますけれども、そこで、先ほど市長が

ご答弁ありましたように雪を利用した冷熱エ

ネルギー、これは既に全国のトップリーダー

的な役割を持っております。そこに、中心に

水を添えていただきたいということでありま

す。これはなぜかと言いますと、雇用に直結

すると思います。新たな産業の創出と認識で

きると思うわけなんです。ただ私はど素人で

あります。人の話を聞いたり本を読んだり、

こういうことで知識を得てるにすぎません。

箸にも棒にもかからないことかもしれない。

しかし、壇上でも申し上げましたように、美

唄ダムは今150万トン、器に水があるわけであ

ります。そこに上水道と工水、これは、１万

ずつ取水可能ということで確保している。そ

して農業用水であります。この工水なり上水

がこれからどうなるかというのがありますけ

れども、これらの水をいかに有効に使うか、

このことを地域にある資源を活用して、地域

の中に雇用をつくる。そして経済の波及効果

を高めていくということですから、非常に私

は夢のある仕事ではないかと思うわけであり、

小規模の水力発電については実践例もござい

ます。しかし、失敗例もあるわけであります。

水力ではありませんけれども、下川町はバイ

オマス、木材の町ですから町民の49％の燃料、

これを賄おうということで実施をしています。

これを100％にもっていこうということであ

ります。私は地元に還元でき、市民に還元で
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き、そして地域に根差した産業が育成できて、

地域で作り、地域で保全をすると、そういう

一つの夢のある産業に繋げていく機会にぜひ

していただきたい。前向きなご検討をお願い

できればと強く思っているわけであります。

希望を持ってひとつ、取り組みいただければ

と思います。しかし、これは市民の皆さん方

の協力なしには出来ないし、出来れば市民グ

ループから声が出て、そして共同で作り上げ

るという体制ができれば望ましいわけです。

当面、行政が主導で調査、研究をしていくと

いうことになろうかと思います。これはいけ

ると、挑戦できるとなりましたら、庁内体制

の整備、専任職員の配置等も必要でしょうし、

これは第２段階になろうかと思いますけれど

も、長い目で見て、切れ目なく進めていくと、

こういうことが大事だと思いますので、それ

に向けた市長の意欲、また重ねてお尋ねをし

たいと思っております。 

教育行政でございますが、道立高校につい

てはご答弁いただきました。山上議員に対す

るご答弁もございますし、それに、いわば整

合性を持ったご答弁でございました。この時

点では、それ以上のことをお聞きするつもり

はございませんが、危機感を持って、タイミ

ングを失しないように、あわせて先ほど壇上

で申し上げましたけれども、予算の編成権は

市長が持っておりますから、教育長しっかり

と理論構築されて、そして市長から予算をぶ

んどる、こんな気持ちでひとつ対応していた

だいて、繰り返しますが、時期を失しないよ

うに明らかにしていただく、そういう応答責

任をきちっと果たしていただくと、このこと

をご要望申し上げておきたい。このことにつ

いてはご答弁は結構です。 

市立図書館についてであります。ご答弁に

ありました、いわばパブリックコメントに関

する回答、これについては回答どおり評価を

されて、内容で進んでいるというような趣旨

でございます。私は時々図書館に通いますし、

先日も公立図書館の任務と目標、こういう本

をお借りいたしました。たまたま１冊しかな

くて、これもかなり古い本です。担当の司書

の方が道立図書館等、他の図書館と情報共有

をしますので、これは必要であればご紹介し

ますと、手続きいたしますよというお話をい

ただきました。非常に対応が親切で当を得た、

てきぱきとした対応をしていただいたという

ことが、つい先ほどのことです。あわせて、

指定管理者として４年目に入っている館長さ

んの話も聞く機会がございました。教育委員

会から司書さん３人というようなお話もあっ

たけれども、自らの努力で司書の資格を取っ

たと、会社の協力もあったと。現在４人の配

置をしている。パートさんが２人いらして、

ご高齢の方のご勤務あるようで、そういう部

分を含めて８人体制でやっている。そして、

いろんな意味での図書館活動、奉仕活動も含

めて、単に絵本を貸したり、選書をしたり、

そういうものだけでない仕事があるわけで、

仕様書でそれが示されているわけです。コロ

ナ禍でなかなかうまく回らないけれども、ぜ

ひ新しい企画を考えてやりたいんですという

ことで非常に前向きなお話がございました。

私は、最初の質問で申し上げましたけれども、

この指定管理者制度の導入については反対を

したということを申し上げました。これはな

ぜかといいますと、安定雇用が保障出来ない
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からです。企業が雇用主ですから、そこの就

業規則なり、賃金体系なりで考える。これが

一定の期間しかなくて、どうしても短期雇用

にならざるを得ない、企業は経営が成り立た

ないことになるわけです。これでは図書館職

員のキャリアがアップするわけはないです。

しかし、今かせられているのは、市長が標榜

した美唄学という言葉を使って、地域のこと

を知ろう、郷土を知ろう、そして郷土を好き

になろう、郷土に貢献していく人をつくって

いこうと。こういう美唄学というものがスタ

ートしているわけであります。これらも、い

わゆる情報の拠点というのは、公立の図書館

であります。学校図書館との支援、連携もし

かり、議会にも図書室というのがあります。

これは地方自治法で必置義務、これらに対す

る支援も公立図書館の一つの仕事として位置

づけられていると、こういう解説をする人も

いる。行政が何かあって、取り組む場合のデ

ータ整理も図書館の司書さんが行う。非常に

グレードの高い仕事に繋げていかなければな

らいないわけであります。しかし、雇用がそ

ういう状況になりますと、果たしてそういう

ことができるのかどうか。私は難しいと思い

ます。そんな意味でやはり指定管理者制度の

限界だろうということで反対の立場を持って

おります。しかし、実際こういう形で指定管

理者制度が導入されて、そして、次にどうす

るか。仮に、こういう新しい業者は入って、

雇用の場がなくなる。美唄の中から雇用の場

が喪失される事態が起きてはまずいと思うわ

けです。一度手がけた制度改正というのは、

ひっくり返すのもなかなか難しいわけです。

この指定管理者制度の限界はありますけれど

も、これを安定した雇用と、それからやりが

いのある職場にもっていくと、キャリアアッ

プを図る認定司書制度というのもありますか

ら、こういったものに繋げて、美唄にとって

本当に情報が集約されて、市民に提供できる、

あるべき図書館に成長していくように、その

点留意する必要があろうかと思うんです。こ

このところを改めてまたお尋ねしたい。教育

長の考え方をお尋ね申し上げたい。 

それから学校図書館ですが、ただいまのご

答弁で美唄の学校図書館に対する予算から、

人の配置、それから読書の状況、子どもの読

書率の問題等も出されました。とても褒めた

ものではないということを教育長の言葉でご

答弁あったわけで、私はこのことをあえて繰

り返し申し上げるつもりありませんけど、こ

の学校図書館の設備なり、人的な配置の充実、

先ほど申し上げました。それから、高等学校

への支援の問題、それから様々な教育に関わ

るいわば予算の問題、これらに関しては、教

育長には予算の編成権ありませんから、市長

がどういう考えかということで最終的に予算

の編成をするわけなんです。ただ、教育行政、

教育委員会が各種行政委員会の中で唯一、市

長が教育委員会の予算に関する意見を聞かな

ければならないという規定があるわけです。

農業委員会にもありませんし、選挙管理委員

会にも監査にもない、公平委員会にもない、

教育委員会だけなんです。教育委員会の主体

性と教育費、教育行政に関して、予算上、軽

く見るなよということであります。そして、

これは透明性もって対応するという、これは

良いか悪いか別にしても総合教育会議の場が

あるわけでありまして、この場合、これは透
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明性を持ってやりなさいという考え方があり

ますから、きちっとした考えを委員会として

整理ができれば、市長が聞かざるを得ないこ

となるわけであります。ぜひ、これらのこと、

しっかりと組み立てられて、そして計画性を

持って市長にぶつけて、調整、意見を強く申

し述べていただきたい。こう思うわけであり

ます。ここのところお考えありましたら、お

答えいただければと思います。 

●市長板東知文君 水力発電についてであり

ますが、本市におきましては、過去に民間事

業者が美唄ダムから浄水場までの導水管を利

用した小水力発電の検討を行った経緯がござ

いますが、実現には至ってないところでござ

います。しかしながら今回、新型コロナウイ

ルスのパンデミックということを含めて、こ

れまで進めてきたグローバル経済、人・物・

金が世界をめぐるといいますか、そういった

形から、インバウンドもそうですけども、過

度に依存するということは非常にリスクが高

いというか、反省も出てきたと考えておりま

す。そういう意味では、やはりグローバルと

同時にやはり、反対で今おっしゃるローカル

から出発して物事を考える経済循環をしっか

り地域でつくる、そういう方向性が非常にこ

れから大事なことだと思っております。過度

のグローバル化を抑え、同時にこれからのロ

ーカル化という方向が重要になっていくと思

ってございます。地産地消を含め、まず地域

の中で食料、エネルギーをできるだけ調達し、

かつ地域内で人・物・金が循環するような経

済、こういうことが望ましいと考えてござい

ます。逆の意味では、むしろチャンスと考え

ることもできると思っております。そういっ

た中で小水力発電ですか、これを行っている

地域もございまして、電力を販売したり、特

産品の開発に使ったりする取り組みとして、

そういった地域の経済循環を高めるなど、い

わばコミュニティー経済といいますか、そう

いった動きは国内においてもかなり出てくる

と考えてございます。こういったことを踏ま

えながら、美唄市には、美唄ダムや美唄川水

系のほか、農業用水路などの地域資源がござ

いますので、水力発電の可能性について国や

北海道をはじめ、関係機関との十分な連携の

上、さらに調査、検討を行ってまいりたいと

考えております。 

●教育長天野政俊君 市立図書館についてで

ありますが、指定管理者の職員が職場での経

験や専門研修、業務研修により資質・能力の

向上が図られることが市民サービスの一層の

向上と図書館機能拡充に繋がるものと考えて

おります。そのため、指定管理者には司書資

格を有する職員の配置や研修などの職員の育

成について、「施設管理仕様書」に明記し、こ

れを受け、指定管理者は司書の増員や専門研

修を受講しております。今後につきましては、

北海道立図書館や北海道図書振興協議会が行

う専門研修の情報提供や情報交換を行うなど、

指定管理者職員の育成・向上に繋がるよう取

り組んでまいりたいと考えております。 

次に、市立図書館と学校図書館との連携に

ついてでありますが、学校は教育機関として、

子ども読書活動を推進し、読書習慣を形成し

ていく上で大きな役割を担っていることから、

このような役割を担う学校との連携について

は、団体貸出しのＰＲや利用の拡充、読書活

動への積極的なサポートなど、学校との連携
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の取り組みを推進することが重要であると考

えております。また、地域学、美唄学の一層

の推進のため、郷土資料館などの社会教育施

設との連携・協力に努めてまいりたいと考え

ております。 

次に、学校図書費についてでありますが、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

おいて、教育関係の予算の執行については、

首長に権限があることになっており、首長は、

予算案の調整にあたっては、教育委員会の意

見を聞くこととされております。これまで学

校図書館に必要な予算を含む教育予算につい

ては、総合教育会議において、意見交流、協

議を行ってきたところであり、今後におきま

しても、教育委員会において十分な協議を行

い、市長部局との共通理解を持った中で予算

編成に対するしっかりとした協議を進めてま

いりたいと思います。 

●議長金子義彦君 お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

本日はこれをもって、延会いたします。 

 

午後 １ 時５３分 散会 
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